
議

案

第

十

一

号 

 
 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

三

年

二

月

二

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅

 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

（

平

成

二

十

二

年

港

区

条

例

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

の

表

港

区

立

三

田

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 

 

別

表

一

の

部

（一）
の

款

虎

ノ

門

の

項

の

前

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

    

  

神 

明 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー 

ム

、

ト

レ

ー

ニ

ン

グ 

ス

ペ

ー

ス 

小

学

生

・

中

学

生 

大

人 

一

六

〇

円 
 

四

〇

〇

円 
 

港
区
立
神
明
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

東
京
都
港
区
浜
松
町
一
丁
目
六
番
七
号



 

別

表

一

の

部

（二） 

の

款

虎

ノ

門

の

項

の

前

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

   
 

別

表

一

の

部

（三） 

の

款

虎

ノ

門

の

項

の

前

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

    

 

別

表

二

の

部

三

田

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

  
 

       

 
神 

明 

定

期

利

用

券

（

一

月

） 

四

、

五

〇

〇

円

 
 

 

神 

明 

回

数

券

（

九

、

二

〇

〇

円

券

） 

回

数

券

（

四

、

四

〇

〇

円

券

） 

八

、

〇

〇

〇

円

 
 

四

、

〇

〇

〇

円

 
 

    

集

会

室

Ｄ

（

和

室

） 

集

会

室

Ｃ

（

洋

室

） 

集

会

室

Ｂ

（

洋

室

） 

集

会

室

Ａ

（

洋

室

） 

七

〇

〇

円 

一

、

二

〇

〇

円 

一

、

九

〇

〇

円 

二

、

一

〇

〇

円 

一

、

〇

〇

〇

円 

一

、

六

〇

〇

円 

二

、

六

〇

〇

円 

二

、

八

〇

〇

円 

一

、

三

〇

〇

円 

二

、

一

〇

〇

円 

三

、

四

〇

〇

円 

三

、

八

〇

〇

円 

 

電
磁
調
理
器 

具
を
使
用
す 

る
場
合
は
、 

五
五
〇
円
増 

と
す
る
。 

  

 



 
 

 

                
     

 

敬

老

室

（

和

室

） 

展

示

ギ

ャ

ラ

リ

ー 

ダ

ン

ス

ス

タ

ジ

オ 

音

楽

ス

タ

ジ

オ 

 

 

二

、

一

〇

〇

円 

一

、

六

〇

〇

円 

六

〇

〇

円 

 

 

二

、

八

〇

〇

円 

二

、

二

〇

〇

円 

八

〇

〇

円 

 

一

、

〇

〇

〇

円 

三

、

七

〇

〇

円 

二

、

九

〇

〇

円 

一

、

一

〇

〇

円 

一 

午
前
及 

び
午
後
の 

利
用
は
、 

日
曜
日
に 

限
る
。 

二 

夜
間
の 

利
用
時
間 

は
、
午
後 

七
時
三
十 

分
か
ら
午 

後
九
時
三 

十
分
ま
で 

と
す
る
。 

三 

冷
暖
房 

を
使
用
す 

る
場
合
は
、 

午
前
は
二
、 

六
〇
〇
円 

増
、
午
後 

は
三
、
四 

〇
〇
円
増
、 

 

   

ピ
ア
ノ
を
使 

用
す
る
場
合 

は
、
五
〇
〇 

円
増
と
す
る
。 

 



     
 

 

            

     

神 

明 

  

          

体

育

館 

          

五

、

三

〇

〇

円 

          

七

、

一

〇

〇

円 

          

四

、

七

〇

〇

円 

夜
間
は
二
、 

三
〇
〇
円 

増
、
平
台 

セ
ッ
ト
を 

使
用
す
る 

場
合
は
、 

一
、
三
〇 

〇
円
増
、 

映
写
機
（ 

ス
ク
リ
ー 

ン
付
）
を 

使
用
す
る 

場
合
は
、 

一
、
二
〇 

〇
円
増
、 

舞
台
照
明 

装
置
を
使 

用
す
る
場 

合
は
、
一
、 

〇
〇
〇
円 

増
、
ス
ポ 

ッ
ト
ラ
イ 

ト
を
使
用 

す
る
場
合 

は
、
一
台 

に
つ
き
五 

〇
〇
円
増
、 

フ
ロ
ア
コ 

ン
セ
ン
ト 

を
使
用
す 

る
場
合
は
、 

一
個
に
つ 

き
一
〇
〇 

円
増
、
音 

響
セ
ッ
ト 

 



       
 

 

 
 

       
 

 

 
 

 

付 

則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
リ

ハ

ー

サ

ル

室 

 

三

〇

〇

円  

四

〇

〇

円  

三

〇

〇

円  

一 

午
前
及 

び
午
後
の 

利
用
は
、 

日
曜
日
に 

限
る
。 

二 

夜
間
の 

利
用
時
間 

は
、
午
後 

七
時
三
十 

分
か
ら
午 

後
九
時
三 

十
分
ま
で 

と
す
る
。 

（
マ
イ
ク 

ロ
ホ
ン
二 

本
付
）
を 

使
用
す
る 

場
合
は
、 

二
、
四
〇 

〇
円
増
、 

マ
イ
ク
ロ 

ホ
ン
を
追 

加
し
て
使 

用
す
る
場 

合
は
、
一 

本
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

増
と
す
る
。 

 



（

説 

明

） 

 
神

明

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

を

新

た

に

設

置

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


